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お知らせ＆情報 2023
4月

ハラスメント　相手を不快にさせていませんか
　ハラスメント（嫌がらせ）は、自分の言動や行動によって他者を不快にさせたり不利益を与えたりす
る行為です。普段何気なく発している言葉が相手を傷つけているかもしれません。また、ハラスメン
トの種類は時代とともに増えています。自分がハラスメントを受けていることに気付けるように、そ
してハラスメントの加害者にならないように、主なハラスメントを紹介します。
　なお、ハラスメントを受けた場合は、自分が勤める会社や労働組合のほか、厚生労働省のハラスメ
ント悩み相談室（☎ 0120-714864）へご相談ください。ハラスメント悩み相談室のウェ
ブサイトでは、メール相談やＳＮＳ相談も可能です。右のＱＲコードを読み取るとアクセ
スできます。

町民による町外での交通事故が増えています。
交通量が多い道路や交差点での走行には特に注意してください。

（綾町交通安全対策協議会）　

春の交通安全運動
4月10日（月）～17日（月）

運動の
重　点

・　・　子どもをはじめとする歩行者の安全確保に
努めましょう

・　・　横断歩行者事故の防止に務め、安全運転を
心がけましょう

・　・　自転車に乗るときはヘルメットを着用し交
通ルールを守りましょう

パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト
社会的地位を背景に、精神的・身体的に苦痛を与える嫌がらせ。
過剰な仕事量を強いるなど。

セクシャルハラスメント
性的な言動や身体接触などによる嫌がらせ。性的な冗談や個人的
な性体験を話すこと、性的関係を強要することなど。

モ ラ ル ハ ラ ス メ ン ト
言葉や態度によって精神的な苦痛を与える嫌がらせ。無視や仲間
外れ、人格を否定するような言動など。

ジェンダーハラスメント
人格や意志を無視して性別の役割を押し付ける差別行為。「男ら
しさ」「女らしさ」を強要するもの。

マタニティハラスメント 妊娠・出産・育児に関して女性に対し行われる嫌がらせ。

2 人 目 ハ ラ ス メ ン ト 出産を終えた女性に次の子どもの予定を聞く行為。

エ イ ジ ハ ラ ス メ ン ト
年齢や世代を差別する嫌がらせ。年齢の高さを理由に向上心を否
定するなど。
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お知らせ＆情報

投票に行こう！　県議会議員・町長・町議会議員選挙
綾町長選挙・綾町議会議員選挙は４月２３日に同時に行われます。

投票できる人／綾町の選挙人名簿に登録されている人

・・　選挙人名簿の登録資格　

・・　県内のほかの市町村に転出した人の投票

期日前投票／投票日に、仕事や親族の冠婚葬祭、レジャーなどの私用を含む何らかの用事で町外に外
　　　　　　出するなどの理由で投票ができない場合は、期日前に投票できます。

郵便による不在者投票
　身体に重度の障がいがある人は、郵便により自宅などで投票する制度があります。ただし一定の制
限があります。また、あらかじめ申請する必要があります。投票用紙などの請求期限は、各投票日の
4日前までです。詳しくは早めにお問い合わせください。

投票所入場券
　紛失したり届かなかったりした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票
所受付にお申し出ください。

開票の時間・場所

■問い合わせ先／綾町選挙管理委員会　☎７７－１１１２

県議会議員選挙 町長・町議会議員選挙

投票日　４月９日（日） 投票日　４月２３日（日）
第 1 投票所（高年者研修センター）　投票時間　午前 7 時～午後 6 時
第 2 投票所（倉輪営農研修センター）　投票時間　午前 7 時～午後 5 時

年齢要件 居住要件

県議会議員選挙 平成 17 年 4 月 10 日
までに
生まれた人

令和 4 年 12 月 30 日 までに転入届けを
し、引き続き町内
に住んでいる人

町長・町議会議員
選挙 平成 17 年 4 月 24 日 令和 5 年  1 月 17 日

期間（土・日曜日を含む） 場所・時間

県議会議員選挙 4 月 1 日（土）～ 8 日（土） 役場　ロビー会議室

午前 8 時 30 分～午後 8 時町長・町議会議員選挙 4 月 19 日（水）～ 22 日（土）

県議会議員選挙 4 月  9 日（日）午後 8 時～
高年者研修センター

町長・町議会議員選挙 4 月 23 日（日）午後 7 時～

県議会議員選挙

令和 4 年 12 月 9 日以降に県内のほかの市町村に転出した人のうち、新住所地の市町村
の選挙人名簿に登録されていない人は、次のいずれかの方法で投票することになります。
①投票日に旧住所地で投票を行う（期日前投票を含む）
②旧住所地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求し、新住所地で不在者投票を行う
※いずれも居住証明書などにより、引き続き県内に住所を有することの確認が必要

町長・町議会議員
選挙

町外に転出した人は投票できません。
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お知らせ＆情報

選挙違反をなくし明るい選挙を　　　　　　　　　　　　　　
選挙運動とは
　「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として､投票を得るまたは得させるために直接ま
たは間接に必要かつ有利な行為」とされています。
　選挙運動は、告示日に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限り行うことができます。そ
れ以外の期間、例えば立候補届け出前の選挙運動は「事前運動」として禁止されています。

公職選挙法で定められている選挙運動
選挙運動期間中に行うことができる選挙運動は、下表の内容に限られています。

　

選挙期間中に限り、誰でも自由にできる選挙運動は次のとおりです（18歳未満の選挙運動は禁止）。

禁止されている主な選挙運動
　選挙に関して、特定の人に投票するように、または投票しないようにすることを目的とした次の行
為は禁止されています。違反した場合は、懲役・禁錮・罰金などの刑罰が適用されます。

　このほかにも陣中見舞い、気勢を張る行為、人気投票の公表、18歳未満の選挙運動な
どさまざまな禁止事項があります。詳しくは右のＱＲコードから総務省のホームページを
ご確認ください。

■問い合わせ先／綾町選挙管理委員会　☎７７－１１１２

選挙管理委員会が発行する選挙公報 選挙運動用通常はがき・ビラ

選挙運動用ポスター（指定された掲示板に限る） 新聞広告

街頭演説・車上連呼行為（午前 8 時～午後 8 時） 個人演説会

電話による投票依頼

路上や車中でたまたま会った人に対して行う投票依頼

ウェブサイトなどによる文書図画の頒布（紙などに印刷して配布することはできない）

※選挙当日は、ウェブサイトの更新や選挙運動用電子メールの送信を含め選挙運動は一切できません

戸別訪問 投票依頼などを目的に行うもの。選挙期間中だけでなく期間外も禁止

買収 事前・事後を問わず適用されます（買収委託を含む）

飲食物の提供 お茶や通常用いられる程度のお茶菓子以外のものすべて

虚偽事項の公表 事実をゆがめて公にすること

署名運動 特定の候補者に投票するまたは投票しないようにすることを目的とするもの

選挙後のあいさつ 選挙後に当選祝賀会や集会を開催すること
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税のひろば 税務係　☎77-1113

　身体障がい者手帳などを持つ人が使用する軽自動車、身体障がい者などと生計をひとつにする人ま
たは常時介護する人が身体障がい者などのために使用する軽自動車で一定の条件を満たす場合は、1
人 1台に限り軽自動車税の減免を申請できます。また、公益のために直接使用する軽自動車について
も、1事業所につき 1台は軽自動車税の減免を申請できます。
　申請期間は5月31日 (水 )までです。期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。な
お、昨年度に軽自動車税の減免を受けた人には納税通知書と減免継続の確認用紙を送付しますので、現
在の状況を記入し同封の返信用封筒に入れてご返送ください。

減免の対象となる条件
・・　軽自動車の所有者が障がい者本人の名義であること（障がい者が未成年もしくは療育手帳・精神
　　障がい者福祉手帳を持つ場合は、障がい者と生計をひとつにする人の名義になっている軽自動車
　　を含む）
・・　公益のために直接使用する軽自動車を所有している個人または法人
※障がいの程度（区分・級）について詳しくはホームページをご覧ください（右のＱＲコードを
　読み取るとアクセスできます）

申請に必要なもの
　①身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか
　②運転免許証　③納税通知書（5月 1日発送予定）　④車検証　⑤印鑑
　※戦傷病者手帳を持つ場合や不明な点がある場合はお問い合わせください

　学校法人・宗教法人・社会福祉法人などが所有する固定資産または所有者が無償でこれらの団体に
使用させている固定資産で、地方税法に規定する用途に供されている場合は、固定資産税が非課税と
なります。ただし、所有者が固定資産を有料で貸し付けている場合は非課税となりません。

提出書類
・・　固定資産税非課税申告書
・・　添付書類（内容により異なるため詳しくは税務係へお問い合わせください）

提出期限
　納期限までの提出をお願いします。
　納期限を過ぎて提出した場合、納期限を過ぎた固定資産税は課税対象となりますのでご注意ください。

非課税の適用を受けなくなったとき
　非課税の適用を受けていた固定資産について、地方税法に規定する用途に供さなくなった場合や有
料で使用させることとなった場合は、所有者はその旨をただちに申告する必要があります。その場合
は、税務係へご連絡をお願いします。

（綾町税条例第 59条）

令和 5 年度 軽自動車税の減免申請は 5 月末まで　

固定資産税の非課税について

軽自動車税は 5 月 31 日（水）までに納めてください
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税のひろば 税務係　☎77-1113

縦覧制度
　縦覧制度は、納税者が「土地・家屋縦覧帳簿」を縦覧することで納税者本人の土地および家屋の評
価額をほかの土地および家屋の評価額と比較することができる制度です。なお納税者とは、固定資産
（土地・家屋）を所有し固定資産税を納めている人を指します。

・・　縦 覧 期 間／ 4月 3日（月）～ 5月 1日（月）※土・日・祝日を除く
・・　時　　　間／午前 8時 30分～正午、午後１時～ 5時 15分
・・　必要なもの／本人の場合…本人確認書類（運転免許証や保険証）、印鑑
　　　　　　　　代理人の場合…納税者からの委任状、代理人の印鑑

閲覧制度
　閲覧制度は、自己の所有する固定資産の価格などを閲覧し、課税の内容を確認することができる制
度です。4月初旬に送付する固定資産税納税通知書に、固定資産税課税台帳と同じ内容の固定資産税
課税明細書を同封しますので、必ず確認し大切に保管してください。
　なお、免税点未満（綾町内で所有する土地の課税標準額の合計が 30万円未満）の人や、固定資産
税非課税の人には納税通知書が送付されませんが、閲覧は可能です。
　
・・　閲覧できる人／納税義務者、借地人、借家人、固定資産の処分をする権利を有する一定の人
・・　閲 覧 期 間／ 4月 3日（月）以降　※土・日・祝日を除く
・・　時　　　　間／午前 8時 30分～正午、午後 1時～ 5時 15分
・・　必要なもの／本人の場合…本人確認ができる運転免許証や保険証など、印鑑
　　　　　　　　　代理人の場合…納税者からの委任状、代理人の印鑑
　　　　　　　　　借地人・借家人…賃貸借契約書または賃借料を払い込んだ領収書など、印鑑

　町税・水道料などを納める際は、安心・安全・便利な口座振替をご利用ください。
　口座振替申請をすると、指定の預貯金口座から納期ごとに自動的に引き落としで納付することにな
りますので、納め忘れがありません。振替依頼申請書は、綾町役場・宮崎銀行綾支店・JA綾町・綾郵
便局の窓口にあります。

・・　取扱金融機関／宮崎銀行　本・支店、ＪＡ綾町、全国の郵便局
・・　振　替　開　始／申請翌月から振替開始
・・　振替口座の変更／振替依頼申請書での変更の手続きが必要
・・　振　　替　　日／毎期月末が振替日（税目によって納期月が異なる）
　　　　　　　　　　※12月は25日に引き落とし（振替日が土・日・祝の場合は金融機関の翌営業日）

4 月は固定資産の縦覧期間です

納税は便利な口座振替で！

令和5年度　納期一覧
税　目　　 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
固定資産税 1期 2期 3期 4期
町県民税 1期 2期 3期 4期

国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
軽自動車税 1期
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地域包括支援センター ☎77-3141

　皆で笑いあいながらレクレーションや交流を楽し

む「笑おう会」を開催しています。ぜひご参加くだ

さい。会の運営を支援するボランティアスタッフも

募集しています。参加は無料です。

■日時／ 4月 10 日（月）、24日（月）

　　　　午後 1時 30 分～ 3時

■場所／健康センター

■持ち物／飲み物、上履き

　いつまでも元気に過ごす

ための講座「元気な自分であ

るための健康増進術」は、2

月 25 日に開催されました。

県内で活躍する講師をお呼

びし、約 20 人の参加者が口腔機能・栄養・運動に

ついて楽しく学びました。

声を出して、唾液を出すことが若返りの秘けつ
　体を動かしながら、滑舌の難しい言葉遊びを楽し

みました。楽しい講話で会場からは笑い声も。日ご

ろから元気に声を出すことで、認知症の予防や口腔

機能の低下の予防が期待できます。新聞やチラシな

どを使って音読に挑戦してみませんか。

筋肉をつける食事をしよう！
　介護予防には、筋肉をつけることが最も重要。そ

のために、タンパク質・糖質・ビタミンをバランス

よくとることの大切さを学びました。毎食手のひら

にのるくらいの量の「肉・魚・卵」を食べることを

意識すると、必要最低限のタンパク質をとることが

できます。

確率しよう！健康寿命を延ばす生活習慣
　頭の体操と運動を一緒に行う ｢コグニサイズ｣ を

楽しみました。認知機能の維持や改善にも効果があ

るとされる運動です。

　健康寿命を延ばすためには、運動を習慣化する必

要があります。目標が高すぎると挫折しやすくなる

ので、5分でも実践できれば良しとすること。思っ

た以上に続いたときはちょっとしたごほうびを準備

しておくと励みになりますよ！

　認知症になると、目的があって外出したのに帰宅

できなくなることがあり、命の危険も生じます。昨年

行った認知症に関するアンケート調査によると、家

族が行方不明になった経験がある世帯（15.7％）で

「複数回の行方不明」は 57.5％にのぼっています。

行方不明者の早期発見・確保につなげるため、4月

から「見守りシール」交付事業を始めます。

「見守りシール」って？
　普段から身に付けている

持ち物に貼り付けるＱＲ

コード付きシールです。行

方不明になったときに発見

者がスマートフォンでＱＲ

コードを読み取ると、事前

に登録した 3件の連絡先に通知され、発見者と家族

限定で閲覧できる伝言板を通して連絡できます。

　見守りシールの利用登録は、「高齢者見守りＳＯ

Ｓネットワーク」の登録と合わせて行ってください。

洗濯可能シール 40 枚と夜間に光るシール 10 枚を

無料で交付します。詳しくは「見守りシール交付事

業」のチラシをご覧ください。

高齢者見守りＳＯＳネットワーク
　警察や消防、協力事業所などと情報共有し、高齢

者を日ごろから地域で見守る仕組みです。行方不明

になったときの早期発見にもつながります。利用に

は事前登録が必要です。

「見守りシール」をつけた高齢者を見かけたら
①　「何かお困りではないですか？」と正面から優し

く声をかけてください。

②　スマートフォンでＱＲコードを読み取り、「どこ

シル伝言板」に発見した場所や状況を書き込ん

でください。

③　伝言板を通じて家族から連絡がありますので、

家族が迎えに来るまで対応してください。

皆さんの協力が必要です！
　誰もが認知症になる可能性があります。「見守り

シール」をつけている人を見かけたら優しく声をか

けるなどの見守りが、事故や行方不明の防止につな

がります。自分や家族が認知症になっても安心して

暮らせるよう、地域での見守りにご協力ください。

認知症高齢者等見守りシール交付事業 笑おう会に参加しませんか

元気な自分であるための健康増進術
「見守りシール」イメージ

QRコードを読み取ると説明動画が
流れます。
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健康センター ☎77-0195

無医地区巡回診療
広沢地区
　4月21日（金）12:00～12:45
倉輪地区
　4月21日（金）13:00～13:45

　令和 5年度は次の対象者に

接種費用を助成しています。接

種を希望する場合はかかりつ

け医にご相談ください。町内の

医療機関でも接種できます。受

診の際は保険証と健康手帳を

お持ちください。

■対象／①過去に肺炎球菌ワクチンを接種したこと

　　　　　がなく、令和 5年度中に次の年齢に当た

　　　　　る人

　　　　・　　　　・　65歳（S33.4.2 ～ S34.4.1 生）

　　　　・　　　　・　70歳（S28.4.2 ～ S29.4.1 生）

　　　　・　　　　・　75歳（S23.4.2 ～ S24.4.1 生）

　　　　・　　　　・　80歳（S18.4.2 ～ S19.4.1 生）

　　　　・　　　　・　85歳（S13.4.2 ～ S14.4.1 生）

　　　　・　　　　・　90歳（S8.4.2 ～ S9.4.1 生）

　　　　・　　　　・　95歳（S3.4.2 ～ S4.4.1 生）

　　　　・　　　　・　100 歳（T12.4.2 ～ T13.4.1 生）

②過去に肺炎球菌ワクチンを接種したこと

がない60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓

または呼吸器の機能に自己の身辺の日常

生活活動が極度に制限される程度の障が

いを有する人およびヒト免疫不全ウイル

スにより免疫の機能に日常生活がほとん

ど不可能な程度の障がいを有する人（概

ね身体障害者障害程度等級 1級に相当）。

※過去に 23 価肺炎球菌の予防接種をした

人は対象外

■期間／令和 6年 3月 31 日（日）まで

■料金／ 2,000 円

　　　　※対象者のうち生活保護受給者は自己負担

　　　　　額が免除されます

　感染症対策のため予

約制で行います。事前に

電話でお申し込みくだ

さい。

　おっぱい相談希望者

はタオルをお持ちくだ

さい。

乳児相談（おっぱい・育児相談）
■日時／ 4月 6日（木）、21日（金）午後 1時～

■対象／乳児と母親

幼児歯科健診
■日程／ 4月 10 日（月）午後 1時 10 分～

■対象／令和 2年 2・3・8・9月

　　　　令和 3年 2・3月、令和 4年 2・3月生

離乳食教室
■日時／ 4月 21 日（金）午後 1時～

　各自治公民館で午前 9時 30 分から行います。
※四枝地区のみ午後 1時 30 分から

　春は、引っ越しや就職、異動など

変化が多くなる季節です。気温の高

低差や新しい生活環境に心身が順

応できず、自律神経が乱れがちにな

ります。

　過剰なストレスは心身の健康に悪影響を及ぼす恐

れがあります。生活のリズムを整え、栄養バランス

のいい食事と休養をしっかりとりましょう。アロマ

やストレッチ体操も心身のリラックスに効果的です。

子育てに関する相談など 高齢者等肺炎球菌予防接種

実 施 日 地　区 実 施 日 地　区
3日（月） 東中坪 12日（水） 尾立
4日（火） 宮原 13日（木） 西中坪
5日（水） 久木野々 14日（金） 北麓
6日（木） 倉輪 18日（火） 上畑・四枝
7日（金） 古屋 19日（水） 揚町
10日（月） 立町 20日（木） 麓
11日（火） 南麓

■問い合わせ先／綾町社会福祉協議会　☎77-3099　

お達者クラブ

春はストレスに注意
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子育て支援センター ☎77-1154

　行事は延期・中止になる場合がありますので、子
育て支援センターにお問い合わせください。

12日（水）　出会いの会
■時間／午前 10時～ 11 時

■場所／子育て支援センター

■内容／顔合わせ、園庭遊び

子育て仲間をたくさんつくりましょう。センターで

の出会いが楽しい子育てにつながりますように！

19 日（水）　春の散歩
■時間／午前 10時～ 11 時 30 分

■場所／役場裏ふれあい公園

■内容／公園での散歩

春を探しながら役場裏の公園付近を散歩しましょ

う。バギーや抱っこひも、水筒をご持参ください。

現地集合です。

26 日（水）　誕生会
■時間／午前 10時～ 11 時

■場所／子育て支援センター

■内容／ 4月生まれのお友達の誕生会

対象者にはハガキでお知らせしています。ハガキ

が届かないときはご連絡ください。

　環境が変わる 4月は､ 生活リズムを改善するよい

機会です。就寝・起床・食事の時間を決め、習慣づ

けましょう。家族皆で続けることが大切です。

早寝早起き
　睡眠は、脳や体の発育を促す大切な時間です。夜

は 9時までに眠り､朝は 7時ごろまでに起きられる

ように促してみましょう。

ご飯をしっかり食べる
　朝、ご飯を食べることで体が目覚め、その日 1日

を元気に過ごせます。朝食は元気の源です。

うんちは出たかな？
　朝食をとることにより腸の動きが活発になり､ 排

便しやすくなります。朝食後に、トイレに座る時間

をつくりましょう。

　仕事 ･冠婚葬祭 ･病気 ･出

産などで一時的に家庭での

保育ができない場合には、月

14 日を限度に一時保育を利

用することができます。年度

ごとの事前登録・予約が必要

です。詳しくはお問い合わせ

ください。

■対象／保育園や幼稚園に通っていない乳幼児

■利用時間／月～土曜日（祝日を除く）

　　　　　　午前 8時 30 分～午後 5時

■利用料金／半日　500 円（おやつ 1回）

　　　　　　1日 1,000 円（副食、おやつ 2回）

4 月の行事

生活リズムを整えましょう

一時保育をご利用ください

今月のPHOTO

フルート演奏会

お誕生おめでとう
2月1日～28日に受付のあったお子さんです

松下 乃々 ちゃん［女］ R5.2.7 生
（まつした のの） 保護者：規介さん ［西中坪］
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綾てるは図書館 ☎77-0180

本でカフェを楽しむ
　「カフェ」に関する本を展示します。合わせて「く

るりカフェ」の出店も予定しています。ゆっくりコー

ヒーを味わいながら読書の時間をお楽しみください。

■展示期間／ 4月 8日（土）～ 23日 ( 日 )

■くるりカフェ出店／ 4月 9日（日）午前 9時～

　　　　　　　　　　※なくなり次第終了

おはなし会　　　
■日時／毎週土曜日　午後 2時～ 2時 30 分

　4月 16 日（日）～ 5月 9日（火）までにカウン

ターまたは電話でお申し込みください。

パトカー・白バイがやってくる！
■時間／午前 10時～ 11 時

チョークアート展と体験会
■時間／午後 1時～ 2時

　第 168 回芥川賞・直木賞の受賞作が決定しまし

た。大賞作・ノミネート作品ともに所蔵しています。

ぜひご一読ください。

■芥川賞／井戸川射子「この世の喜びよ」

　　　　　佐藤厚志「荒地の家族」

■直木賞／小川哲「地図と拳」

　　　　　千早茜「しろがねの葉」

　綾てるは図書館の本を借りるときは「図書館利用

者カード」が必要です。町内在住・在勤の人はもち

ろん、町外在住者も利用できます。

　カードは0歳から無料で作ることができます。カ

ウンターでお申し込みください。

カード発行に必要なもの
①身分証明書（健康保険証、運転免許証など）

②図書館利用者カード申請書

貸出可能な資料の種類・冊数
■本・雑誌／ 1人 10 冊まで（15日間）

■ＣＤ・ＤＶＤなど／ 1人 2点まで（5日間）

　※ＣＤ・ＤＶＤなどの貸し出しは町内在住・在勤

　　者に限ります

カードの有効期限
　3年間です。カウンターで更新できます。

カードの再発行
　紛失した場合は再発行ができます。詳しくはカウ

ンターへお問い合わせください。

４月の催し

子ども図書館まつりは5月14日（日）開催

芥川賞・直木賞受賞作品

初めて図書館を利用するとき

おすすめの本

[ 一般書 ]
○家康の本棚

○地方移住で自分らしく暮らす

○ 4 つのおさらのレシピＢＯＯＫ

○新しい収納の教科書

○ワンダーランド急行 荻原浩　著

○ある愛の寓話 村山由佳　著

○三谷幸喜のありふれた生活 17 三谷幸喜　著

 

[ 児童書 ]

○やらかした時にどうするか

○真鍋先生の恐竜教室

○コアラのなみだ 今西乃子　作

○こえてくる者たち 斉藤洋　作

○おかあさん、どこ？

○カッパのあさごはん
※ほかにもたくさんの本が入っています

※ホームページで本の検索ができます

〈http://aya-lib.jp/〉4月の休館日 毎週月曜日
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令
和
５
年
度
か
ら
、
79
歳
以
下

の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

者
は
、
健
康
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ

る
集
団
健
診
を
受
診
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
３
月
上
旬
に
郵
送

し
て
い
る
各
種
健
診
・
検
診
の
総

合
申
込
書
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
健
診
は
町
内
の
医
療
機

関
で
も
個
別
受
診
で
き
ま
す
。
健

康
状
態
の
確
認
や
健
康
づ
く
り
の

た
め
、
年
１
回
の
受
診
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

保
健
推
進
係
☎
77
‐
１
１
１
４

　

地
域
の
皆
さ
ん
の
自
主
的
・
主

体
的
な
地
域
づ
く
り
を
支
援
す
る

「
ゆ
め
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援

事
業
」
の
募
集
期
間
は
次
の
と
お

り
で
す
。
新
た
な
地
域
活
動
・
魅

力
発
信
の
取
り
組
み
・
地
域
活
性

化
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
ご
提
案
く
だ

さ
い
。
応
募
条
件
や
申
請
書
類
は

役
場
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る

ほ
か
、
役
場
窓
口
な
ど
に
チ
ラ
シ

を
設
置
し
ま
す
。
相
談
は
随
時
受

け
付
け
ま
す
。

◎
募
集
期
間
／
5
月
12
日
（
金
）

ま
で

■
問
い
合
わ
せ
先
／

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

☎
77
‐
３
４
６
４

　

次
の
制
度
の
対
象
と
な
る
可
能

性
が
あ
る
人
に
は
申
請
書
を
郵
送

し
ま
す
。
詳
し
く
は
役
場
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。
申
請
期
限

は
６
月
30
日
（
金
）
で
す
。

①
就
学
支
援
給
付
金

◎
対
象
／
高
校
生
の
子
ど
も
を
持

つ
町
内
在
住
の
保
護
者

◎
補
助
額
／
高
校
生
１
人
に
つ
き

月
額
３
千
円

■
問
い
合
わ
せ
先
／

学
校
教
育
係
☎
77
‐
１
１
８
３

②
通
学
定
期
券
購
入
補
助
金

◎
対
象
／
宮
交
バ
ス
で
通
学
す
る

町
内
の
中
学
生
・
高
校
生

◎
補
助
額
／
通
学
定
期
券
購
入
費

の
４
分
の
１

■
問
い
合
わ
せ
先
／

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

☎
77
‐
３
４
６
４

　

エ
コ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
み
や
ざ

き
で
は
、
電
気
設
備
の
年
次
点
検

の
た
め
次
の
日
程
は
ご
み
の
受
け

入
れ
を
停
止
し
ま
す
。

◎
日
程
／
４
月
８
日
（
土
）

■
問
い
合
わ
せ
先
／

エ
コ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
み
や
ざ
き

☎
30
‐
６
５
１
１

　

農
業
委
員
会
は
農
地
の
あ
っ
せ

ん
を
し
て
い
ま
す
。
新
た
に
あ
っ

せ
ん
の
申
し
出
が
あ
っ
た
土
地
は

次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
農
地

を
購
入
す
る
場
合
に
は
譲
り
受
け

の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

４
月
10
日
（
月
）
ま
で
に
各
地
区

の
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
員
ま
た
は
農
業
委
員
会
事
務

局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・・
畑
72
ア
ー
ル
／
古
屋
地
区
（
大

平
山
）

■
問
い
合
わ
せ
先
／

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
77
‐
０
１
０
０

　

検
査
を
希
望
す
る
人
は
前
日
ま

で
に
検
査
容
器
を
役
場
ま
で
取
り

に
来
て
く
だ
さ
い
。

◎
水
質
検
査
日
／
４
月
25
日（
火
）

◎
検
査
手
数
料
／
５
５
０
０
円

■
問
い
合
わ
せ
先
／

上
下
水
道
係
☎
77
‐
３
４
６
７

　

綾
町
お
で
か
け
バ
ス
カ
（
１
０

０
円
バ
ス
専
用
カ
ー
ド
）
の
特
設

申
請
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
対
象

者
に
は
資
格
証
を
発
送
し
ま
す
の

で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
更

新
対
象
者
に
も
案
内
を
郵
送
し
ま

す
。
更
新
期
間
内
に
必
ず
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
日
時
／
４
月
27
日
（
木
）
午
前

９
時
30
分
～
正
午

◎
場
所
／
宮
交
バ
ス
綾
待
合
所

※
右
の
日
時
以
外
は
宮
崎
駅
・
宮

交
シ
テ
ィ
の
バ
ス
セ
ン
タ
ー
で

手
続
き
が
可
能

※
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
は
役
場
窓

口
で
4
月
28
日
（
金
）
午
前
11

時
か
ら
可
能

■
問
い
合
わ
せ
先
／

・
手
続
き
に
つ
い
て

お
客
様
バ
ス
案
内
セ
ン
タ
ー

☎
32
‐
０
７
１
８

・
受
け
取
り
に
つ
い
て

福
祉
・
児
童
家
庭
係

☎
77
‐
１
１
１
４

　

県
緑
化
推
進
機
構
で
は
、
緑
豊

か
で
住
み
よ
い
郷
土
づ
く
り
の
一

環
で
県
民
緑
化
運
動
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
運
動
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

綾
町
で
も
緑
の
募
金
箱
を
設
置
し

ま
し
た
。
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
協

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

寄
せ
ら
れ
た
「
緑
の
募
金
」
は
、生

活
環
境
の
緑
化
や
県
民
参
加
の
森

づ
く
り
運
動
、
次
代
を
担
う
み
ど

り
の
少
年
団
活
動
な
ど
、
緑
豊
か

で
住
み
よ
い
郷
土
づ
く
り
の
た
め

に
活
用
さ
れ
ま
す
。

◎
令
和
４
年
度
募
金
実
績
（
３
月

１
日
時
点
）
26
万
４
７
７
１
円

・・
家
庭
募
金
（
各
地
区
か
ら
寄
せ

　

ら
れ
た
募
金
）
／
25
万
５
６
０

　

０
円

・・
街
頭
募
金
（
役
場
に
設
置
の
募

金
箱
）
／
９
１
７
１
円

■
問
い
合
わ
せ
先
／

お
知
ら
せ

緑
の
募
金（
お
礼
）

ご
み
の
受
け
入
れ
停
止

農
地
の
あ
っ
せ
ん

水
質
検
査

くらしの情報［ 4 月 ］

後
期
高
齢
者
医
療
の

集
団
健
診

ゆ
め
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

支
援
事
業
補
助
金

高
校
生
な
ど
の
就
学
を

支
援
し
ま
す

お
で
か
け
バ
ス
カ

交
付
申
請
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農
林
振
興
係
☎
77
‐
０
１
０
０

　

町
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
協
会
主

催
の
冬
季
大
会
は
2
月
21
日
、
て

る
は
ふ
れ
あ
い
広
場
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
会
員
１
０
９
人
が
参
加

し
ま
し
た
。

・・
１
位
児
玉
盛
幸
さ
ん
（
立
町
）

・・
２
位
満
田
宗
雄
さ
ん
（
西
中
坪
）

・・
３
位
押
川
勝
さ
ん
（
西
中
坪
）

	

（
社
会
教
育
課
）

　

厚
生
労
働
省
は
、
戦
没
者
の
遺

族
を
対
象
に
旧
主
要
戦
域
・
旧
ソ

連
・
モ
ン
ゴ
ル
地
域
に
お
け
る
慰

霊
巡
拝
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
厚
生
労
働
省
や
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
／

県
指
導
監
査
・
援
護
課

☎
26
‐
７
３
４
６

　

令
和
５
年
度
か
ら
18
歳
・
19
歳

の
人
も
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
選
ば
れ

た
場
合
は
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

裁
判
所
で
は
、
裁
判
官
に
よ
る

出
前
講
義
や
裁
判
所
見
学
会
を

行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
裁
判

員
制
度
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

宮
崎
地
方
裁
判
所
総
務
課

☎
23
‐
２
２
６
３

　

上
・
下
水
道
を
使
い
始
め
る
と

き
は
、
役
場
窓
口
で
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。
使
用
開
始
日
の
３
日

前
ま
で
に
書
類
を
ご
提
出
く
だ
さ

い
。
使
用
開
始
日
ま
で
に
提
出
が

難
し
い
場
合
は
、
上
下
水
道
係
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
転
出
・
転
居
・
長
期
不

在
な
ど
で
使
用
を
中
止
す
る
と
き

は
、
役
場
窓
口
ま
た
は
電
話
で
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
引
っ
越
し
を
し
て
い
な

く
て
も
使
用
者
名
義
の
変
更
が
あ

る
場
合
に
は
届
け
出
が
必
要
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

上
下
水
道
係
☎
77
‐
３
４
６
７

　

退
職
な
ど
に
よ
り
国
民
健
康
保

険
に
加
入
す
る
場
合
や
就
職
な
ど

に
よ
り
脱
退
す
る
場
合
は
、
役
場

へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
進
学
に
あ
た
り
町
外
へ

住
所
を
移
す
国
民
健
康
保
険
加
入

者
で
、
引
き
続
き
綾
町
の
国
民
健

康
保
険
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合

は
、
転
出
届
の
際
に
別
途
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。
学
生
証
ま
た

は
在
学
証
明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。た
だ
し
、学
生
証
な
ど
の
取
得

に
時
間
を
要
す
る
場
合
に
は
、
届

出
時
に
は
合
格
通
知
書
を
提
示
し
、

後
日
、
学
生
証
の
写
し
を
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

町
民
係
☎
77
‐
３
４
６
６

　

人
権
問
題
で
困
り
ご
と
や
心
配

ご
と
が
あ
る
人
は
遠
慮
な
く
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
相
談
無
料
。
同

日
は
電
話
相
談
（
☎
０
９
０
‐

３
７
３
２
‐
１
５
６
９
）
も
利
用

で
き
ま
す
。

◎
日
時
／
４
月
７
日
（
金
）
午
前

10
時
～
午
後
３
時

◎
場
所
／
町
公
民
館

◎
相
談
員
／
早
川
ゆ
り
、
月
野
一

昭
※
町
外
の
会
場
で
も
相
談
可

・・
高
岡
／
４
月
5
日
（
水
）
高
岡

総
合
支
所
会
議
室

・・
国
富
／
４
月
21
日
（
金
）
国
富

町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
問
い
合
わ
せ
先
／

町
民
係
☎
77
‐
３
４
６
６

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
な

ど
の
仕
事
に
つ
い
て
「
苦
情
や

困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
」「
制
度

や
仕
組
み
が
分
か
ら
な
い
」「
相
談

し
て
み
た
が
説
明
に
納
得
が
い
か

な
い
」「
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い

か
分
か
ら
な
い
」
な
ど
が
あ
る
場

合
は
行
政
相
談
員
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
相
談
無
料
。

◎
日
時
／
４
月
７
日
（
金
）
午
前

10
時
～
午
後
３
時

◎
場
所
／
町
公
民
館

◎
相
談
員
／
宮
崎
行
政
監
視
行
政

相
談
セ
ン
タ
ー
職
員

※
相
談
は
宮
崎
行
政
監
視
行

政
相
談
セ
ン
タ
ー
（
☎
24
‐

１
１
０
０
）
で
も
受
け
付
け
て

い
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先
／

総
務
係
☎
77
‐
１
１
１
２

　

未
就
業
看
護
職
の
再
就
職
支
援

や
看
護
職
を
目
指
す
人
の
進
路
相

談
な
ど
に
無
料
で
応
じ
ま
す
。

◎
日
時
／
４
月
10
日
（
月
）、24
日

（
月
）
午
前
10
時
～
午
後
６
時

◎
場
所
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宮
崎

■
問
い
合
わ
せ
先
／

県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

☎
58
‐
４
５
２
５

　

家
計
の
悩
み
に
社
会
福
祉
士
が

対
応
し
、
家
計
立
て
直
し
を
支
援

し
ま
す
。
相
談
無
料
。

◎
対
象
／
県
内
の
町
村
在
住
者

◎
相
談
方
法
／
面
談
（
要
予
約
）

◎
相
談
受
付
日
時
／
平
日
の
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

◎
相
談
場
所
／
県
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
（
宮
崎
市
原
町
２
丁
目
）

◎
予
約
方
法
／
電
話
ま
た
は
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
Ｆ
Ａ

特
設
人
権
相
談

くらしの情報［ 4 月 ］

国
民
健
康
保
険
の

加
入
・
脱
退

令
和
５
年
度
慰
霊
巡
拝

18
歳
か
ら
裁
判
員
に

相　

談

行
政
相
談

看
護
職
の
出
前
就
業
相
談

家
計
に
関
す
る
相
談

お
願
い

引
っ
越
し
な
ど
の
と
き
に
は

水
道
の
使
用
に
関
す
る

手
続
き
が
必
要
で
す

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ

冬
季
大
会
結
果
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Ｘ
で
送
信

■
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
／

（
一
社
）
県
社
会
福
祉
会

☎
86
‐
６
１
１
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
86
‐
６
１
１
６

　

宮
崎
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
は

綾
町
在
住
者
も
利
用
で
き
る
消
費

者
相
談
窓
口
で
す
。
契
約
内
容
や

販
売
方
法
、
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
関

す
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
専
門
の

消
費
生
活
相
談
員
が
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。相
談
無
料
。県
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー（
☎
25
‐
０
９
９
９
）

も
利
用
で
き
ま
す
。

◎
場
所
／
宮
崎
市
役
所
第
２
庁
舎

◎
受
付
日
時
／
平
日
の
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時

◎
相
談
方
法
／
電
話
ま
た
は
来
庁

■
問
い
合
わ
せ
・
相
談
先
／

宮
崎
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
21
‐
１
７
５
５

　

綾
町
は
「
集
い
・
つ
な
が
る
・

ま
な
び
の
輪
」
を
テ
ー
マ
に
、
皆

さ
ん
が
心
身
と
も
に
健
康
で
豊
か

な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
生
涯
学
習

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
の
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。
詳
し
く
は
本
誌
と
一
緒

に
配
布
す
る
チ
ラ
シ
や
役
場
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
申
込
期
限
／
４
月
24
日
（
月
）

■
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
／

社
会
教
育
係
☎
77
‐
１
１
８
３

　

綾
町
で
は
、ふ
る
さ
と
納
税（
寄

附
金
）
制
度
に
よ
る
寄
附
者
に
対

し
、
町
内
産
の
農
畜
産
物
や
加
工

品
、
工
芸
品
な
ど
を
贈
呈
し
て
い

ま
す
。
地
元
特
産
品
の
Ｐ
Ｒ
や
販

路
拡
大
に
よ
る
地
域
経
済
の
活
性

化
を
図
る
た
め
、
返
礼
品
提
供
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
登
録

は
、
事
業
所
だ
け
で
な
く
個
人
も

可
能
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

ふ
る
さ
と
納
税
係

☎
77
‐
４
０
２
５

　

綾
町
ケ
ア
ハ
ウ
ス
う
る
お
い
の

里
の
調
理
員
を
募
集
し
ま
す
。

◎
募
集
人
員
／
１
人

◎
勤
務
日
数
／
月
15
日
以
内

◎
勤
務
時
間
／
６
時
間
（
午
前
６

時
30
分
～
午
後
６
時
30
分
内
で

早
番
・
遅
番
勤
務
あ
り
）

◎
給
与
／
時
給
８
６
０
円

※
早
番
手
当
あ
り

※
夏
季
・
冬
季
期
末
手
当
あ
り

◎
応
募
方
法
／
履
歴
書
を
持
参

■
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
／

綾
町
ケ
ア
ハ
ウ
ス
う
る
お
い
の
里

☎
77
‐
３
０
６
６

　

８
月
１
日
は
「
水
の
日
」
で
す
。

国
土
交
通
省
と
宮
崎
県
は
、「
水
の

作
文
コ
ン
ク
ー
ル
」
の
応
募
作
品

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

◎
テ
ー
マ
／
水
に
つ
い
て
考
え
る

（
タ
イ
ト
ル
は
自
由
）

◎
応
募
資
格
／
県
内
在
住
で
令
和

５
年
度
に
在
学
中
の
中
学
生

◎
応
募
期
限
／
５
月
２
日
（
火
）

◎
規
定
／
４
０
０
字
詰
め
原
稿
用

紙
４
枚
以
内
で
自
作
の
未
発
表

の
作
品

※
本
文
の
前
に
題
名
・
学
校
名（
ふ

り
が
な
）・
令
和
５
年
度
の
学

年
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
を
記

載
す
る
こ
と

◎
審
査
／
最
優
秀
賞
１
点
、
優
秀

賞
２
点
、
入
選
７
点
以
内
を
選

び
、
特
に
優
秀
な
５
作
品
を
中

央
審
査
対
象
作
文
に
選
定

※
７
月
中
旬
以
降
に
中
学
校
を
通

じ
て
入
賞
者
へ
通
知
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
／

県
総
合
政
策
部
中
山
間
・
地
域
政

策
課
☎
26
‐
７
０
３
６

〒
８
８
０
‐
８
５
０
１

宮
崎
市
橘
通
東
２
‐
10
‐
１

　

令
和
６
年
歌
会
始
の
お
題
は

「
和
」と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
詠
進

歌
の
規
定
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
作
品
／
お
題
を
詠
み
込
ん
だ
未

発
表
の
詠
進
歌
で
一
人
一
首
の

み
◎
書
式
／
習
字
用
の
半
紙
を
横
長

に
使
い
、
右
半
分
に
お
題
と
詠

進
歌
、
左
半
分
に
郵
便
番
号
・

住
所
・
電
話
番
号
・
氏
名
（
ふ

り
が
な
）・
生
年
月
日
・
性
別
・

職
業
を
縦
書
き
で
記
載

※
毛
筆
で
自
書
す
る
こ
と
（
病
気

や
障
が
い
で
自
書
で
き
な
い
場

合
は
代
筆
や
パ
ソ
コ
ン
使
用
も

可
能
）

◎
送
付
方
法
／
９
月
30
日
（
土
）

ま
で
に
〒
１
０
０
‐
８
１
１
１

宮
内
庁
へ
郵
送

（
宮
内
庁
）

歌
会
始
の
詠
進
歌
募
集

くらしの情報［ 4 月 ］

皆
さ
ん
の
あ
た
た
か
い

善
意
に
感
謝
し
ま
す

綾
町
社
会
福
祉
協
議
会

（
2
月
1
日
～
28
日
受
付
分
）

一
般
寄
付

寄
付
者
／
物
品
（
地
区
名
）

松
元　

安
光
／
野
菜
（
中
堂
）

長
池　

恒
夫
／
野
菜
（
神
下
）

吐
師　

保
／
野
菜
（
宮
原
）

忌
明
寄
付

寄
付
者
／
物
故
者
（
地
区
名
）

興
梠　

親
告
／
力
（
神
下
）

防
災
用
品
の
寄
贈

　

2
月
13
日
に
町
内
在
住
の
方

か
ら
防
災
用
品
が
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
。

　

災
害
へ
の
備
え
と
し
て
大
事

に
使
用
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
（
危
機
管
理
係
）

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品

登
録
業
者
募
集

水
の
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

調
理
員（
パ
ー
ト
）募
集

生
涯
学
習
講
座
の

受
講
生
募
集

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談

募　

集
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　綾町が包括的連携協定を結んでいる宮崎大学・南九州

大学の連携事業報告会は 3 月 2 日、ユネスコエコパー

クセンターで行われました。

　令和 4 年度は、ニホンミツバチの保全やバイオマス資

源・有機質肥料の循環利用、食品開発など綾町をフィー

ルドにした 6 件の調

査研究が行われており、

聴講者からは質問や調

査対象拡大の要望など

が出されました。

大学との連携事業を報告

水防功労表彰日向夏ミカンの初競り

松原公園で石拾い活動

　令和4年の台風14号に対する水防活動の功績が評価

され、綾町消防団は国道交通省九州地方整備局長から水

防功労者として表彰されました。

　2月16日に同省宮崎河川国道事務所の松村知樹所長

が綾町役場を訪れ、瀬口通明団長に表彰状を伝達。瀬口

団長は「地域防災のか

なめとして今後も被

害の防止・軽減に貢献

したい」と決意を述べ

ました。

　露地日向夏ミカンの初競りは 3 月 2 日に行われまし

た。町果樹振興協会の児玉隆一会長と日向夏部会の花田

健二会長によると、今季の日向夏ミカンの生育は順調

で、甘みと酸味のバランスがよいということです。

　生産量は例年より少ない見込みですが、関係者は「町

の特産品として PR し、

たくさんの人においし

さを実感してもらいた

い」と意気ごんでいま

す。

　松原公園で 3 月 5 日、石拾いボランティア活動が行

われ綾中学校サッカー部や地元住民など 55 人が汗を

流しました。

　これは、昨年 9 月の台風 14 号の影響で綾南川の土砂

が流入したことから松原公園サッカー広場が半年にわ

たり使用できない状態

になっていることを受

けて行われたものです。

早朝からのご参加あり

がとうございました。

　第 23 回綾雛山まつりは 2 月 23 日～ 3 月 5 日に開催されました。町内 19 カ所のほか宮崎空港とこどものくにに

も雛山（一部は雛人形のみ）が飾られ、家族連れなどでにぎわいました。

　3 月 4 日～ 5 日には歩行者天国になった町道横町栄町線（通称トレジャーロード）で初の雛山マルシェが行われ、雑

貨や工芸品、野菜などを求める買い物客や散策を楽しむ人が集まっていました。小野真敬実行委員長は「地元の皆さ

んに楽しんでもらえるまつりとして、工夫しながら続けていきたい」と手ごたえを感じていました。

雛山まつり 連日の大にぎわい
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